
4200筆を超える！
市議会は住民投票条例の制定を！

狛江図書館住民投票
条例制定請求署名

必要数の３倍

　　こまえ図書館住民投票の会では 2月 9日から3月9日の１ヶ月間、 図書館のあり方について

の住民投票を求める条例制定直接請求署名に取り組みました。 請求に必要な市内有権者の 50 分

の１ （１３93 人） の３倍を上まわる 4264 筆の署名が集まりました。 署名集めに取り組んだ市民

（受任者） は２６５人に上りました。 ご協力いただいたみなさま、 ありがとうございました。

　　3 月 13 日署名簿 544 冊を狛江市選挙管理委員会に提出しました。 規定に則り確認の上、 有

効署名数が１３９３人を越えれば、 市長に条例制定を直接請求できます。 議会にかかるのは 4 月末
ごろになるようです。
　市議会は、もう決まったことだからと切り捨てるのではなく、市民の疑問に答え、市民の声
を聞く機会＝住民投票が実施できるよう、住民投票条例の制定を行うよう強く要望します。
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こまえ図書館住民投票の会

立川節子　jyumin2024＠gmail.com         
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林　健彦    kenyupd6＠yahoo.co.jp

　　　　　　　 080-3208-2074

周東三和子 mshuto2612@gmail.com
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「図書館のあり方と住民投票」市民交流会

　　　4月７日（日）　10時～12 時
　　　中央公民館ホール
どなたでも参加できます。 狛江をもっと素敵な街にをするために、

図書館について、 住民投票について意見を交換しましょう。

３月３１日 （日）　14時〜１５時　狛江駅まえ
リレートークを予定しています。 私も一言発言したいという方、 事務局まで

ご連絡ください。



　　図書館は大人も子どもも楽しめるところ。 親子で一緒に本を探したり、 友だちと一緒に調べ物

をしたり、 静かに本が読める閲覧室、 誰もが使える図書館は、 本と人、 人と人との出会いの場。

広くて、 明るくて、 ゆったり過ごせる場。 市が作ろうとしている図書館で実現するでしょうか。

図書館が分割されることも、 ２年間休館になることも知らない市民がまだ大勢います。 そのため

に図書館のあり方について 「市の計画 （分割 ・移転）」 がいいのか、 「分割せずに現在地で増築な

どの拡充」 がいいのか直接市民の意見を聞くのが今回の住民投票です。

　　住民投票は地方自治法で認められている、 市政に市民の意見が反映されていないと考えられ

る時に、 市民の意見を直接聞くための方法です。

・ なぜ図書館をバラバラにするのか理由がわからない。 説明して欲しい。

・ 市の方針に反対ではないが、 市民の納得を得るためにも住民投票は実施すべき。

・ 子どものためのスペースの拡充はもちろん賛成。 よその図書館では、 どこでも共存、 レイアウ

トの工夫で解決している。 建物を分ける必要はない。

・図書館バラバラは困る。子どもと本を探して、自分の本は移動して探さなければならない。不便。

・ こどもを排除している計画のように感じる。

・ バスの便も、 駐車場もないのは困る。

・ 2年も休館しないで改修する方法はないのか。

・ 市民の声を聞かないで、 一方的に進める行政は今の政府と一緒。

・ 住民投票の取り組みを知って、 自分の意見を述べることのできるこの土地に根付いていけるか

なと思う。

・ 関わる機会を設けてくれてありがたかった。

・ この際住民投票でいろいろ決められる直接民主主義の実現できる市にしましょう！

寄せられた声より

なぜ「住民投票」をするの？

　　こまえ図書館住民投票の会では住民投票条例を制定するのに必要な直接請求署名を 2月 9
日から3月9日の１ヶ月間取り組みました。 この署名は市内の有権者に直接面談して、 自筆
の署名を集めなければならないという高いハードルがあり、 署名を集めてくれる人 （受任者） が

どれだけ多くなるかが鍵でした。

　　主旨に賛同して受任者になってくれる方が日頃のつながりから増えていくと同時に、 住民投

票開始前に市内全域に配布したビラや、 ポスター、 ホームページなどを見て、 自分から署名の

手伝いをしたいと申し出てくれる方が増えて行きました。 街頭での署名活動に参加する方、 次の

受任者を紹介してくれるなど広がって、 ２６５人が署名集めに加わりました。 この大勢の力が条

例制定請求に必要な市内有権者の50分の１ （１３93人） の３倍の 4264筆の署名となり

ました。 ご協力くださったみなさま、 ありがとうございました。

　　こまえ図書館住民投票の会は１３日、 選挙管理委員会に署名者が狛江市内の有権者であるこ

との確認を受けるため544冊の署名簿を提出しました。 今後所定の手続きを経て署名者数が

確定したのち、 市長あてに正式に条例請求署名として提出します。 市長は直ちに議会に住民投

票条例案をかけ、 条例が制定されれば住民投票が行われます。

　　市議会への働きかけと、 市民のみなさんの声で住民投票を実現しましょう。

住民投票をするために、まず条例を作る必要があります。

署名が集まったら、そのあとは？
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